


 

 

 
 

市民活動応援制度は、「多彩なつながりで地域幸福度を高めるまちづくり」を進める

ための市民参加型の制度です。 

 

 この制度は、さまざまな分野で社会貢献的な活動をしている市民活動団体を、市民の

皆さんが「市民活動応援券」（以下「応援券」という。）を活用して、応援する制度で

す。 

市民活動応援制度に登録した市民活動団体（以下「登録団体」という。）※１は、 

取得した「応援券」の枚数に応じて「市民活動応援交付金」（以下「応援金」とい 

う。）が市から交付され、今後の活動資金を得ることができます。 

 市民の皆さんは、「応援券」を「応援金」（お金）に換えることはできませんが、 

登録団体に応援券を寄附したり、事業又はサービスを提供してもらったお礼とし 

て使用することで、登録団体を応援することができます。 

 また、令和８年度からは、市民の皆さんが登録団体に「応援券」を寄附すると、亀山

市公式アプリけんこうマイレージのポイントが付与されます。※２  

みんなで、亀山市のまちづくりにがんばっている登録団体を、「応援券」で応援しま

しょう！！ 

 

 

※１ 市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体で、登録要件を満たし、市へ市民活

動応援制度の団体登録を申請して、市民活動応援制度審査検証委員会で審査し、市長が登録団体と認めた市

民活動団体です。 

 

※２ けんこうマイレージのポイントについての詳細は、こちらをご覧ください。 

 

※３ 撮影を希望された登録団体の活動を動画で紹介することとしました。 

   １０ページ以降の各登録団体の紹介枠内の二次元コードでご覧になれます。 
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令和８年度市民活動応援制度登録団体の募集を令和７年１０月１日から令和７年１０月３１日まで行いまし

た。その後、市民活動応援制度審査検証委員会の審査を経て、登録団体が決定しました。 

登録団体の活動内容等の紹介は、９ページから４７ページに記載しています。 

令和８年度 市民活動応援制度 登録団体一覧表(50 音順)         ※は新規登録団体 

５０音 団 体 名 
掲載 

ページ 
冊子№ 

あ 

アートグループ majo+ ２１ページ №２３ 

アートによる街づくりを考える会 ２１ページ №２４ 

アモーレかめやま １０ページ № ２  

い 

池山かんこ踊り保存会 ２２ページ №２５ 

いだがわ川柳会 ２２ページ №２６ 

亥の子保存会 ２３ページ №２７ 

う ウクレレ&ギターコスモス ２３ページ №２８ 

え 
NPO 法人 ぽっかぽかの会 １１ページ № ３  

エレキギター愛好会 ２４ページ №２９ 

お 

オカリナアンサンブル・ラルゴ ２４ページ №３０ 

お茶を楽しむ会 ２５ページ №３１ 

大人の落研・みたらし会 ２５ページ №３２ 

※おはなしの会「シュシュ」 ４５ページ №７１ 

おはなしの会 マミーズ ４５ページ №７２ 

オハナ フラクラブ ２６ページ №３３ 

か 

加太越え地域研究会 ２６ページ №３４ 

亀山絵本と童話の会 ４６ページ №７３ 

亀山おもちゃの病院 １６ページ №１３ 

亀山キロハナフラサークル ２７ページ №３５ 

亀山軽音楽サークル（K-LMC） ２７ページ №３６ 

亀山こども劇場 ４６ページ №７４ 

亀山市葛葉太鼓保存会 ２８ページ №３７ 

亀山市自然に親しむ会 １６ページ №１４ 

亀山市ハーモニカ元気クラブ ２８ページ №３８ 

亀山市灯おどり保存会 ２９ページ №３９ 

亀山社中 ２９ページ №４０ 

亀山少年少女合唱団 ３０ページ №４１ 

亀山川柳会 ３０ページ №４２ 

亀山ダンススポーツ都忘れの会 ４３ページ №６８ 

亀山津軽三味線を楽しむ会 ３１ページ №４３ 

亀山の自然環境を愛する会 １７ページ №１５ 

亀山ハーモニカクラブアンダンテ ３１ページ №４４ 

亀山俳句会 ３２ページ №４５ 

亀山ばら会 ３２ページ №４６ 

かめやま防災ネットワーク ４４ページ №７０ 

亀山ボードゲーム会 HIT ４８ページ №７７ 

亀山みそ焼きうどん本舗 ３３ページ №４７ 

亀山民話を語る会 １１ページ № ４  

カラオケ ローズ １０ページ № １  

―１― 



 

        
   

令和８年度 市民活動応援制度 登録団体一覧表(50 音順)       ※は新規登録団体 

 

 
 

 

５０音 団 体 名 
掲載 

ページ 
冊子№ 

き 亀鈴トイレールクラブ こまち ３３ページ №４８ 

く 

久我獣害対策捕獲チーム １７ページ №１６ 

クラブ いもこじ ３４ページ №４９ 

クラブ コスモス ３４ページ №５０ 

こ 

公益社団法人 三重断酒新生会 亀山例会 １２ページ № ５  

コーラスアンサンブル ミルフィーユ ３５ページ №５１ 

木崎祭り保存会 ３５ページ №５２ 

子育て支援「かめのこ」 ４７ページ №７５ 

KOMATSUNA ３６ページ №５３ 

 

 

さ 

坂下星見の会 １９ページ №２０ 

魚と子どものネットワーク １８ページ №１７ 

さつき会 亀山水彩画サークル １２ページ № ６ 

三本松を元気にする会 ３６ページ №５４ 

し 

市民ネットワーク多聞 １３ページ № ７ 

写真サークル「どんぐり」 ３７ページ №５５ 

心形刀流保存赤心会 ３７ページ №５６ 

す 
鈴鹿友の会 ２０ページ №２１ 

スポーツウエルネス吹矢グリーンメイト ４４ページ №６９ 

せ 

正調鈴鹿馬子唄保存会 ３８ページ №５７ 

正派雅楽友会 ３８ページ №５８ 

関パソコンサークル ２０ページ №２２ 

戦争遺跡に平和を学ぶ亀山の会 ３９ページ №５９ 

た 
「第九」を愛する会 ３９ページ №６０ 

大正琴アンサンブル亀山 ４０ページ №６１ 

  ち 地球を守ろう亀山 １８ページ №１８ 

つ 椿世ひまわり会 １３ページ № ８ 

て 
T.M.B THE 45 ORCHESTRA ４０ページ №６２ 

※手形アートあびねこ ４７ページ №７６ 

な なかよし友っこ合唱教室 ４１ページ №６３ 

に にじいろサロン １４ページ № ９ 

は 
ハープ風 ４１ページ №６４ 

ハンドベルクラブ鈴 ４２ページ №６５ 

  ふ 
BLESS ４２ページ №６６ 

文化筝「華音流」「筝兄」 １４ページ №１０ 

ほ ※ボランティア はなの家 １５ページ №１１ 

ま MAKK（マック） ４３ページ №６７ 

ゆ 
※UD夢ネット亀山 １５ページ №１２ 

豊かな自然を守ろう会 １９ページ №１９ 

―２― ―２― 
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１ 市民の皆さんの意思で、応援したい登録団体を決めることができます。 

地域まちづくり協議会の事業に参加して、「応援券」を取得した市民の皆さんは、「応援券」で

応援したい登録団体を応援することができます。 

 

２ 地域まちづくり協議会と登録団体とのつながりができます。 

地域まちづくり協議会が登録団体へ事業又はサービスを依頼することにより、市内で活動す

る登録団体とのつながりができます。 
 

３ 登録団体へ応援金を交付します。 

市が登録団体へ、「応援券」の枚数に応じて「応援金」（「応援券」１枚あたり１００円）を活

動資金として交付します。 

 

4 新たな人と人との絆を育むことを期待します。 

地域まちづくり協議会と登録団体、登録団体と市民、市民と市民とのつながりの中で、応援 

やお礼の気持ちとして「応援券」が使用されることにより、新たな人と人との絆を育むしくみ 

となることを期待します。 

５ 亀山市公式アプリけんこうマイレージのポイントが付与されます。（令和８年度スタート） 

   登録団体に「応援券」を寄附した市民に、けんこうマイレージのポイントが付与されます。 

 
制度のポイント 

 

まちづくりを進めていく中で、少子高齢化や経済環境の変化、生活様式の多様化により市

民ニーズは複雑化している現状があります。 

これらのニーズに対応していくには行政だけでは限界があり、社会貢献的な活動を行う市

民活動団体に対し、行政として支援するしくみとして、平成２５年度より本制度を実施する

ことになりました。 

現在、本市では多くの市民活動団体が活動していますが、財政面も含めて自立している団

体や活動に広がりをみせている団体がある一方、団体の多くは、活動を継続するための資金

不足、後継者不足など様々な課題を抱えています。 

これらの状況に鑑み、市が発行する「応援券」を市民が活用することを通じて、市民活動

の活性化を図り、活力ある地域社会の実現の一助となることを期待するものです。 

 

 
制度の目的（背景） 

―３― 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が地域まちづくり協議会に、「応援券」を交付※４します。 

 

 地域まちづくり協議会が市民の皆さんに、「応援券」を配付するための事業※５を実

施し、参加した市民の皆さんに「応援券」を配付します。 

 

 地域まちづくり協議会が登録団体に、事業又はサービスを依頼して、提供してもら

ったお礼として「応援券」を使用します。 

 

 市民同士で自由に使用することができます。（ただし、「応援券」をお金に交換する

ことはできません。） 

市民同士の親切や心遣いに対するお礼の気持ちとして使用したり、あげたり、もら

ったりすることができます。 

 

市民の皆さんは、登録団体に事業又はサービスを提供してもらったお礼として「応

援券」を使用したり、登録団体に寄附することができ、寄附をすると、亀山市公式

アプリけんこうマイレージのポイントが付与されます。 
 

登録団体同士で自由に「応援券」を使用することができます。（ただし、「応援券」

をお金に交換することはできません。） 

 

登録団体は、市へ取得した「応援券」を添付して「応援金」の交付申請※６をします。 

 

市は、登録団体から提出された「応援金」の交付申請により、「応援金」を交付しま

す。 

登録団体は、今後の活動資金を得ることができます。 

 

※４ 地域まちづくり協議会への交付枚数は、各地域まちづくり協議会から提出された申請書に基づい

て算出された枚数です。 

※５ 実施する事業、配付枚数などは、地域まちづくり協議会によって異なります。 

※６ 登録団体からの「応援金」の交付申請期間は令和９年4月１日から令和９年5月３１日までで

す。 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 
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 制度のしくみ 

―４― 



 

 

発行主体は亀山市で、登録団体を応援するために市内のみで使用できる券です。 

発行する券は、「１００えがおカード」の１種類のみです。 

 

令和８年度発行 市民活動応援券（表面） 見本 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【大きさ：縦 72.5mm×横 160mm】 

 

令和８年度発行 市民活動応援券（裏面） 見本 

 

 

登録団体は、応援金（お金）に換えることができますが、市民の皆さんは、 

お金に換えることができません。 

令和８年度は、令和８年４月１日に発行し、有効期限は令和９年３月 31日です。 

有効期限を過ぎると、使用できなくなります。 

   用紙は、偽造防止加工を施しています。 

 

 

 市民活動応援券とは 

⑤-2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

② 

発行年月日 

令和 8年(2026 年)4 月 1 日 

有効期限 

令和 9年(2027 年)3 月 31 日 

―５― 



 

寄附方法 その１ 

寄附方法 その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
登録団体に、事業又はサービスを提供してもらったお礼として使用することができま

す。（詳しくは４９ページをご覧ください） 

市民の皆さんは、登録団体※5に寄附として使用することができます。 

直接、登録団体へ寄附する。 

寄附ボックスや寄附ボードを利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民同士で、自由に使用することができます。 

（ただし、お金に交換することはできません。） 

※７ 登録団体の活動内容等については、１０ページから４８ページで紹介していますのでご覧ください。 

 

 

   

   市民活動応援券の裏面に、応援券の使用回数を確認するために、 

手にした日付を書き込む欄が設けてありますので、 

手にした日付を記載してください。 

 

    

 

 

 市民活動応援券を手にしたら 

寄附ボードは、地域まちづくり協

議会のイベント等の事業開催時に、

地域まちづくり協議会等へ臨時に

設置します。 

寄附ボックスは、市民協働センター 

「みらい」に常設しています 

１ 

２ 

３ 

市民活動応援券の使い道 

 

―６― 

♦手にした日付を書き込んでください。 

例：９／２３ 

♦日付が書き込んであれば、 

次の番号へ書き込んでください。 



 

 

市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体で、次の要件を 

すべて満たし、亀山市市民活動応援制度審査検証委員会で審査し、市長が登録団体と認め

た市民活動団体です。 

 

（１）市内に事務所（代表者の自宅でも可）を有し、市内において活動していること。 

（２）市内に住所を有する者３人以上で構成していること。 

（３）規約又は会則等を有していること。 

（４）令和８年４月１日時点で、２年以上継続的に活動を行った実績を有し、今後も 

市内において活動を行う予定があること。 

（５）市民を主たる対象とする活動をしていること。 

（６）専ら団体の構成員のみを対象としない活動（自分たちだけの活動ではなく、事業

又はサービスの提供ができる活動）をしていること。 

（７）公序良俗に反する活動をしていないこと。 

（８）法令に違反する活動をしていないこと。 

（９）宗教活動又は政治活動をしていないこと。 

（10）応援金の交付を受けようとする年度（令和９年度）に市の補助金等および亀山市 

社会福祉協議会の助成金等の交付を受けていないこと、または受ける予定がない

こと。 

 

登録団体決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体とは 

登録条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登 録 団 体 の 公 表

登 録 団 体 を 決 定

市民活動応援制度審査検証委員会にて審査

団 体 登 録 申 請

―７― 



 

 

 

 

① No. 
② 登録団体名 

代表者名 ③ 

電話番号 ④ 

 

 

     

    ⑫ 

    

 

 

 

 

 

 

 

① Ｎｏ.・・・・・・・・・・部門別５０音順に付番 

② 登録団体名・・・・・・・市民活動応援制度の登録団体の名称 

③ 代表者名・・・・・・・・登録団体の代表者名 

④ 電話番号・・・・・・・・登録団体の電話番号 

事業やサービスを依頼する場合に電話してください。 

⑤ 活動部門・・・・・・・・主となる活動形態。複数ある場合は、一番左が主となります。 

⑥ 活動内容・・・・・・・・登録団体の活動内容の紹介 

⑦ 登録団体紹介写真・・・・登録団体の活動がわかる写真などの掲載 

⑧ 提供先・・・・・・・・・「個人」→地域まちづくり協議会以外から依頼できます。 

           （例：個人、自治会、子ども会、婦人会、グループ、サークルなどの１人～数人） 

           「地域まちづくり協議会」→地域まちづくり協議会のみが依頼できます。 

⑨ 内容・・・・・・・・・・記載された事業またはサービスを依頼することができます。 

⑩ お礼（目安となる枚数）・内容欄に記載された事業またはサービスを提供してもらった時に、お礼として渡す   

市民活動応援券の枚数 

（注意）ア．内容欄に記載している人数や時間等の変動で、お礼枚数が変動することがあります。 

イ．地域まちづくり協議会、または個人で、アの変動がない場合には、お礼枚数を超えて渡すこと 

ができません。 

       ウ．地域まちづくり協議会は、登録団体へ市民活動応援券を寄附することはできません。 

 ⑪ 団体からのひと言ＰＲ・・登録団体からのひと言ＰＲを記載 

 ⑫ QR コードを読み取ると登録団体の活動を紹介した動画を見ることができます。（撮影を希望した登録団体） 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 提供先 ⑨ 内容 
⑩ お礼 

（目安となる枚数） 

個   人 ○○披露・教室・演奏・講演（３０分・５人以上） ２０枚 

個       人 

地域まちづくり協議会 ○○披露・教室・演奏・講演（３０分～１時間） ５０～１００枚 

個       人 

地域まちづくり協議会 ○○披露・演奏（出演者１０～２０名） ５０～１００枚 

     

⑤活動部門 

登録団体紹介冊子（１０ページから４８ページ）の説明 

⑥ 登録団体の活動内容 

⑦登録団体の活動がわかる 

写真などを掲載 ⑪ 登録団体からのひと言 PR 

活動 

内容 

団体からのひと言 PR 

１時間になった場合は、４０枚に

なることもあります。 

相談して決めてください。 

３０分の場合は５０

枚。 

１時間の場合は１００

枚。３０分～１時間の

場合は、５０枚～１０

０枚の範囲で相談して

決めてください。 

（例：４０分の場合は 

７０枚） 

出演者１０名の場

合は５０枚。出演者 

２０名の場合は 

１００枚。 

出演者１０名～２

０名の場合は、５０

枚～１００枚の範

囲で相談して決め

てください。 

（例：１７名の場合

は８５枚） 

－８－ 



 

 

次のページから記載のある登録団体へ市民活動応援券を寄附すると、けんこうマイレージポイントが 

付与されます。アプリの登録は無料です。けんこうマイレージに下記を参照のうえ登録し、ポイントを貯

めて素敵な景品を当てましょう。登録は、下記の中段左にある二次元コードを読み込んでください。 

 

登録団体を応援して「けんこうマイレージポイント」を獲得しよう 
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応援券で楽しみましょう！市民活動応援券の使い方の動画はこちら→ 

・思い出のあるおもちゃを修理してもらった！ 

・子どもたちにお話しを聞かせてもらいました 

・健康体操の指導をしてもらった 

・俳句や川柳を始めました 

・講演会の間、子どもを見てもらった 

・歴史、伝統文化に触れることができた 

・夏休みの自由研究を手伝ってもらいました 

・お菓子作りを楽しめました 

・灯おどりを教えてもらいました 

・ユニバーサルデザインをいかす活動に参加しました など… 

   地域まちづくり協議会の応援券配付事業に参加して応援券をもらいます。 

    集めた応援券で登録団体を招きましょう（提供先に個人と表示のある登録団体） 

個人にもらった応援

券はどうしたらいい

の？ 

   応援券は、市民同士であげたりもらったりすることもできます。 

２ 

１ 

３ 

１ 

２ 

２ 

３ 

市 民 市 民 

 市民活動団体 

（登録団体） 
 

 

地域まちづくり協議会 
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●お問い合わせ● 

亀山市 市民文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ 

TEL：0595-84-5008   FAX：0595-84-5801 

E-maiｌ：kyodo@city.kameyama.mie.jp 

発行年月 

令和 7年(2025 年)4 月 1日 

有効期限 

令和8年(2026年)3月31日 

mailto:kyodo@city.kameyama.mie.jp

